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第１章 基本構想について                                  
第１節 基本構想の目的 
札幌市教育委員会では、平成 15 年に「札幌市高等学校教育改革推進計画」を策定し、各学校の特
色化や市立高校共通の取組などを進めてきました。 
近年では、グローバル化の進展や社会情勢の急速な変化等に伴い、自分に必要な知識や能力を自
ら認識し、それらを身に付け、実践していけるよう、子どもたち一人一人に「生きる力」を育成す
る必要があります。 
また、札幌市を含む石狩管内の中学校卒業者数は年々減少し、今後も減少する見込みであること
から、北海道教育委員会と協調し、市立高校の学校規模の適正化を図っていく必要もあります。 
これらの背景を踏まえ、市立高校の教育改革の目標や目指していく方向性を明らかにし、市立高
校教育改革に関する施策を体系的に進めていくとともに、少子化に伴う高校進学者数の減少に対す
る市立高校の在り方を示すため、平成 29年に「札幌市立高校教育改革方針」を策定しました。 
本構想は、「札幌市高校教育改革方針」に基づき、中学校卒業者数の減少に合わせた学級の削減に
より市立高校の適正規模を維持するとともに、これまで築いてきた特色ある学びを一層発展させる
ため、令和９年度に藻岩高校と啓北商業高校の２校を発展的に再編することを目的に策定します。 

第２節 基本構想の位置づけ 
本構想は、「札幌市高校教育改革方針」で示された、「学校規模適正化に伴う教育充実」の具体化
を図るものであり、同方針に基づく、「札幌市立高校教育改革実行プラン」を踏まえつつ、取組を具
体化していきます。 
なお、同方針は、札幌市の教育に関する施策を総合的に示す「札幌市教育振興基本計画」におけ
る、具体的な施策の１つです。 

第３節 基本構想の具体化に向けた取組 
本構想は、令和９年度に開校を予定する、藻岩高校、啓北商業高校の２校の再編に係る取組の方
向性をまとめたものです。 
今後、市立高校を取り巻く環境は急速に変化していくことが予想されることから、学校再編につ
いては、各校における生徒募集状況や社会の変化を十分に踏まえながら検討します。 
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第２章 市立高校を取り巻く現状と課題について                        
第１節 人口動態・中学校卒業者数の推移 
日本の人口は2008年をピークに減少に転じていますが、札幌市においても、2021年の人口動態に
おいて、戦後初めて減少に転じており、出生率の低下や長寿命化等により、少子高齢化が進むこと
が予想されています。 
中学校卒業者数については、北海道教育委員会の推計によると、令和７年度以降減少が見込まれ
ており、特に令和９年度、令和 14 年度については大幅な減少が見込まれております。このことから、
今後の市立高校の定員調整について検討する必要があります。 

図表２－１ 中学校卒業者数の推計                        単位（人） 
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第２節 社会に開かれた教育課程と地域との連携・協働の強化 
「高等学校学習指導要領」（以下「学習指導要領」という。）において、子どもたちに必要な資
質・能力を育てていくための基盤として、よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理
念を学校と社会とが共有し、どのような資質・能力を身に付けられるようにするのかを明確にしな
がら、学校教育を学校内に閉じず、地域の人的・物的資源も活用し、社会との連携及び協働により
その実現を図る教育課程を重視するとともに、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善、
各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立等に取り組むべきことが示されました。 
また、「Society5.0 に向けた人材育成～社会が変わる、学びが変わる」では、地域にはそれぞれ生
きた課題が多く存在するため、生徒の地域への興味や関心を深め、地域の課題を探究する重要な機
会を提供できることから、生徒にとって最も身近である地域と高等学校とが手を携えながら、体験
と実践を伴った探求的な学びを進めていくこと等が必要であるとされています。 
以上より、各高校が掲げるスクール・ミッション（期待される社会的役割、目指すべき学校像等
のこと）や実情等に基づき、特色・魅力ある教育活動を展開するための方策として、地域社会や高
等教育機関、企業等と連携・協働することが求められています。 

図表２－２ 市立高校のスクール・ミッション（再編対象２校抜粋） 
藻岩高校 ・自己の未来を想い描き、自らの選択と決定による主体的かつ意欲的な学びを実

現し、持続可能な社会の実現を目指して行動できる人物を育成する学びの場 
・地域と連携・協働した探究的な学びや体験を通じて、未知なる状況から課題を
発見し、解決する力を磨くとともに、未来に向けた新たな価値を共創することの
できる学びの場 

啓北商業高校 ・商業高校での「学び」を通して、マネジメント能力を身に付け、多様な社会の
中で、自ら新たな価値を創造できる人材を育成する学びの場 
・学校と地域でつくる学びに主体的・積極的に取り組み、課題を探究しながら仲
間と共に歩み成長できる人物を育成する学びの場
・札幌の地域資源を活用し、持続可能な地域・社会の発展にビジネスの視点から
貢献できる人材を育成する学びの場 

第３節 情報活用能力の育成と ICT活用 
令和元年に「学校教育の情報化の推進に関する法律」が公布・施行されたほか、GIGA スクール構
想により、１人１台端末及び高速大容量の通信ネットワーク環境の早期実現に向け、学校における
ICT 環境整備の取組が進められるなど、学校教育の情報化が急速に進んでいます。 
さらに、令和元年度から始まった新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、学校においれもICT環
境を最大限に活用しながら、多様な子どもたちを誰一人残すことなく育成する個別最適な学びと、
子どもたちの多様な個性を最大限に生かす協働的な学びの一体的な充実を図る必要があるとされて
います。 
現在、中学校で１人１台端末を活用した学びを経験した生徒が高校に入学していることを踏まえ、
高校においても１人１台端末等の ICT 環境の活用や情報教育の充実が必要となっています。 
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第４節 高校の特色化・魅力化の推進 
「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な
学びと、協働的な学びの実現～（答申）」において、高校への進学率は約 99％であり、多様な背景や
学習ニーズを持った生徒が在籍していることから、多様な適性や関心等に応じた学びを実現する必
要があること、高校生活への満足度や学習意欲が中学校段階に比べて低下していること等が指摘さ
れています。 
また、AI や IoT などの急速な技術進歩により社会が激しく変化していることから、これまでの文
系・理系といった枠にとらわれず、様々な情報を活用しながらそれを統合し、課題の発見・解決や
社会的な価値の創造に結び付けていく資質・能力の育成が求められているとして、STEAM 教育の推
進が提言されています。 
これらのことより、高等学校設置基準等が改正され、令和４年度からは「普通教育を主とする学
科」として、「学際領域に関する学科」や「地域社会に関する学科」等の普通科以外の学科を設置す
ることが可能になりました。 

第 5節 地域振興の核としての高校の機能強化 
独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると、高校時代までの間に地元企業を知ってい
たものは、将来的に出身市町村へのＵターンを希望する割合が高い傾向にあることから、自らの地
域を知ることが、将来的なＵターンや地域の将来を支える人材の確保につながる可能性があること
が指摘されています。 
また、地域への課題意識や貢献意識を持ち、将来、地域ならではの新しい価値を創造し、地域を
支えることができる人材の育成という観点からも、地域との連携・協働を強化することで、高校生
の段階から地域を知り、親しむ機会を創出することが重要です。 
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第３章 札幌市の高校教育の目指す姿について                         
第１節 目指す生徒像 
「札幌市教育振興基本計画」では、札幌市の教育が目指す人間像として、「自立した札幌人」を掲
げており、「自立した札幌人」とは、「未来に向かって、創造的に考え、主体的に講堂する人」、「心
豊かで、自他を尊重し、共に高めあい、支え合う人」、「ふるさと札幌を心にもち、国際的な視野で
学び続ける人」のことであるとしています。 
この目指す人間像を踏まえ、市立高校の教育において目指す生徒像は以下のとおりです。 

第２節 市立高校の将来像 
目指す生徒像を育む市立高校のあるべき姿として、市立高校の将来像は以下のとおりです。 

第３節 高校教育の基本的方向性 
第１節、第２節の目指すべき姿を実現するため、３つの基本的方向性に沿って、高校教育を推進
していきます。 

【目指す生徒像】 
○夢や希望の実現に向かって、主体的に学び、探求する生徒 
○個性や多様性への寛容さを持ち、他者と協働し、新しい価値を創造する生徒 
○積極的に社会と関わり貢献する生徒 

【市立高校の将来像】 
○生徒の主体的で探究的な学びを促す、魅力ある学びの場 
○様々な差異を超えて、多様な生徒が共に学び、支え合い、成長することができる学びの場
○地域、企業など社会との関りを通して成長できる、社会に開かれた学びの場

【基本的方向性１ 生徒の個性や能力を伸ばす室の高い教育の充実】 
これからの社会を生きていくために必要となる、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態
度や思考力・判断力・表現力等を活かす力、その基礎となる知識・技能をバランスよく育む教育
を行います。 
〈基本となる施策〉
○生涯にわたって活用できる力の育成 
○各学校の特色化の充実 
○市高スタンダード（市立高校全校共通の取組）の展開 
○教員の資質・能力の向上 
○特色ある学びを支える環境の充実 
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図表３－１ 市立高校教育のイメージ 

【基本的方向性２ 社会に開かれた教育活動の推進】 
 学校から社会への円滑な意向を促進するため、教育を学校内に閉じることなく、地域や企業、
大学等との連携・協働による、社会に開かれ、社会とつながる学校づくりを進めます。 
〈基本となる施策〉
○地域資源を生かした教育の展開 
○地域に貢献する人材の育成 

【基本的方向性３ 学校の取組を支える仕組みの構築】 
 各学校が実施する様々な広報活動や、地域や企業等との連携・協働による教育活動等を支援す
る仕組みを構築し学校の教育力を高め、更なる教育充実につなげます。 
〈基本となる施策〉
○広報活動の充実 
○外部との相互連携を進める仕組みづくり 
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第４章 市立高校の発展的再編について                                
第１節 発展的再編の必要性 
第２章・第１節で記載したとおり、少子化により中学校卒業者数の減少が見込まれています。こ
れまでは、中学校卒業者数減少に合わせ、各市立高校の学級数を削減することで対応してきました
が、本方法を継続すると、各校の学校規模が６学級を維持できなくなる見込みとなっています。 
６学級を下回る規模では、生徒数・教員数の減少によち、市立高校各校がこれまで築いてきた特
色や魅力の維持が困難になる恐れがあるため、機械的な学級減ではなく、戦略的な再編を行ってい
くことが必要になっています。 
本再編では、対象校の伝統・特色を継承するとともに、それらを新たな展開につなげるため、再
編新設校としてより充実した教育内容・環境を提供できるよう発展的な再編を行います。 

第２節 再編実施時期 
中学校卒業者数の減少が大きく見込まれている、令和９年度に再編新設校を開校する予定としま
す。 

第３節 再編対象校の選定 
今回の市立高校の発展的再編では、藻岩高校、啓北商業高校の２校を発展的に再編し、両校の特
色・実績を継承した新設校を開校する計画です。 
２校の選定理由としては、両校ともに南区に位置し、南区からの入学者割合が大きく、中学校卒
業者数減の影響を大きく受ける見込みであることや、どちらも市立高校の今後の在り方に対応する
地域課題探究を実践していること等があります。 
また、藻岩高校の校舎が築 48 年と老朽化が進んでおり、改築や改修が必要であることも対象校の
一因となっています。 

第４節 再編新設校の概要 
藻岩高校、啓北商業高校をそれぞれ継承し、単位制普通科と単位制商業科の２学科を併置します。
１学年の定員は８学級・320 人とし、普通科５学級、商業科３学級を想定しています。 
また、高校を中心とした地域連携・協働による地域活性化や産業教育を充実させ、札幌市・南区
の地域創生の核となる高校を目指します。 

第５節 再編新設校の敷地 
新設校の敷地は、啓北商業高校よりも敷地面積が大きく、交通利便性の良い藻岩高校とします。 
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第５章 再編新設校について                                 
第１節 再編新設校の教育コンセプト 
市立高校教育の目指す生徒像、市立高校の目指す将来像や再編対象校である、藻岩高校、啓北商
業高校のスクールミッション等を踏まえ、再編新設校では、地域との連携や協働を積極的に図るこ
とで、地域に求められる人材の育成等を目指します。 

図表５－１ 再編新設校の学びのイメージ  
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第２節 単位制の導入 
再編新設校では、市立高校を取り巻く現状と課題を踏まえ、生徒の個性や能力を伸ばし、社会に
開かれた教育活動を推進しやすいよう、学年制ではなく、単位制※を採用します。 
※単位制とは、生徒が授業を自由に選択し、３年間で一定以上の単位を取得することで卒業が認
定される制度のことで、学年の区分がなく、自分のペースで学習に取り組むことができ、自分の
学習計画に基づいて、自分の興味、関心等に応じた科目を選択し学習が可能となります。 
また、選択の幅がない１年生や、ＨＲ、総合的な学習といった時間を除き、基本的にはクラス
単位ではなく、履修した単位に応じて生徒が教室を移動する（拠点となる教室がない）ため、生
徒の居場所や、物を置いておくロッカースペースの整備が必要です。 

図表５－２ 参考）現在の藻岩高校の時間割一例 



12 

第３節 生徒・職員の生活や考え方 

第４節 再編新設校設置に伴う移行期間 
再編新設校は、令和９年度に開校を予定していることから、建設工事は令和７年度から行う想定
です。 
なお、建設工事時期に再編対象校に在籍している生徒への影響は図表５－３のとおりです。

図表５－３
校名 R8年度在籍学年 R9年度在籍学年 R10年度在籍学年 R11年度在籍学年 備考

藻岩高校 1～3年生 2～3年生 3年生 ー R9～10年度の在校生は再編新設校にて活動。R10年度末閉校予定
啓北商業高校 1～3年生 2～3年生 3年生 ー R9～10年度の在校生は啓北商業高校で活動。R10年度末閉校予定
再編新設校 ー 1年生 1～2年生 1～3年生 R9年度開校予定

【生徒】 
・ロッカーラウンジを拠点に授業間の移動を行う。 
・履修内容によっては空きコマ（自習時間）が発生することから、講義室のほかに生徒の居場所
となる自習スペースや休憩スペースを計画する必要がある。 
・昼食は、各講義室や休憩スぺース、１階ホールを利用することを想定している。 
・１年生は、必修科目が多いことから履修単位の選択の幅が狭く、2 年生以上から選択の幅が広
がる想定している。 
・普通科、商業科の２学科の生徒が、お互いに刺激を受けられるよう、生徒の希望次第で相互の
学習内容を受講できるようなカリキュラムを想定している。 

【職員】 
・原則、教員の執務空間は職員室とする。 
・化学や家庭科のような授業を除き、各授業の準備は職員室で行う。 
・授業で使用する物品は、共用の教材室に保管しておく。 
・日常的に使用する備品等を適切に管理するため、職員室に隣接した物品庫を設ける。 
・職員室は、個人情報や入試情報等の機密情報を扱うことから、執務空間と生徒への対応する空
間を分ける必要がある。 
・来客対応のある事務室は、昇降口に隣接した位置に整備する。 
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第６章 市立高校発展的再編準備検討会議について                       
第１節 市立高校発展的再編準備検討会議 
再編対象校の教職員等を中心として、再編新設校の開校及び再編対象校の閉校に向けた準備のた
めに必要な事項を検討し、円滑な発展的再編の推進に資することを目的として、市立高校発展的再
編準備検討会議を立ち上げ、令和４年 11月より６回会議を行ってきました。 

第２節 会議の構成員 
構成員については、以下のとおりです。 
⑴ 再編対象校の教職員等 ６名 
藻岩高等学校及び啓北商業高等学校から各３名（教頭、及び校長が指名する教職員等２名）

⑵ 再編対象校以外の市立高校教職員等のうち校長会による推薦者 若干名 
⑶ 教育委員会 若干名 
⑷ 市立高校校長会 若干名 
⑸ その他参加が必要と認められる者 若干名 

第３節 検討事項 
令和４年度の会議では、再編新設校が目指す学校像や施設のコンセプト、学年・学科の配置、新
校舎の必要諸室・ゾーニング等について検討してきました。 
会議で出た主な意見につきましては、以下に抜粋して掲載します。 

【目指したい学校の姿】 
○普通科と商業科の多様な学びを融合した学校（ビジネス教育と地域探究の連携） 
○地域を学びのフィールドとし、札幌らしい先進的な学びの場を構築できるようにする 
○市立高校であることを生かし、札幌市の関係団体と連携した学習交流等の実施 
○個々の生徒のニーズに応じた個別最適な教育を実現できる単位制教育課程の編成 
○生徒が主体的に行動し、学びを深めていけるような環境の実現 

【目指したい学校を踏まえた再編新設校の在り方】 
○単位制教育課程で同時多展開的に授業が行われ、生徒の興味関心や進路目標に即した科目選択
を可能とするため、より多くの教室数を確保する 
○１学年を収容できる大講義室や、用途によってフレキシブルに間仕切りを変えられる多目的室
を整備する 
○１階に地域交流空間を確保し、その中心には図書室を配置し、日常の授業でもアクティブラー
ニングで活用可能な計画とする 
○多様性に配慮し、施設のバリアフリー化を進める 
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第４節 検討事項を踏まえた、再編新設校のコンセプト 
検討事項を踏まえ、再編新設校では３つのコンセプトに沿った学校を目指します。 

• 藻岩・啓北商業両校の特長を生かした学び
• ２学科の枠に囚われない多様な学び学びの融合

•生徒が学びやすく、地域に開かれた学校
• 地域や外部機関との積極的な交流地域

•生徒のニーズに応えられる教育課程の編成
• 施設のバリアフリー化多様性

【異学年・異学科の配置の考え方】 
○学科間の交流を促すため、学科による階層分けはせず、同一学年を同一階とする 
○単位制のため、学級単位で動くことが少ないことから、教室配置は学年・学科単位で動きやす
い配置とする 
○生徒の居場所や物を置くスペースとして、普通科・商業科共用のラウンジを各階に整備する 

【建物配置の考え方】 
○再編新設校は既存の藻岩高校よりも建物面積が大きくなるため、学習指導要領で示される体育
で行うスポーツが円滑に行えることを前提に、可能な範囲で部活動の空間を整備する 
○既存の屋内運動場を残す計画であることから、新校舎や新屋内運動場から使いやすい配置にな
るよう計画する 
○近隣建物に配慮した計画とする 

【平面計画の考え方】 
○単位制２学科を円滑に運営する上で、教室数は多ければ多い程良いが、講義室30室、中講義室
13室程度あることが望ましい 
○校内各所に生徒の居場所となる自習スペースを確保することが望ましい 
○真に必要な室を除き、専用室として整備せず、柔軟な利用が可能な教室を多く整備する 
○職員の執務空間には、会議室や生徒の相談スペースを近接して整備する 
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第７章 再編新設校の施設計画について                            
第１節 施設のコンセプト 
市立高校発展的再編準備検討会議や札幌市立高校教育改革方針、高等学校施設整備指針等を踏ま
え、以下の内容を整備目標として、重点的に考慮しながら計画します。 

①主体的で探究的な
学びを促す学校

②健康的かつ安全で
豊かな学校

③２学科併設の強み
を生かした学校

④社会を通じて成長
できる開かれた学校

⑤社会や環境の変化
に対応できる学校



16 

① 主体的で探究的な学びを促す学校 
多様な学習内容・学習形態に弾力的に対応するとともに、教科等横断的な学習に柔軟に対応する
ため、学習関係諸室相互の位置関係や生徒の動線等を考慮します。 
また、新設校は単位制の導入や、普通科、商業科の２学科が併置されることから、学年・学級・
学科の枠を超えた交流が活発となるような、開放的な雰囲気の施設を計画し、多様な生活場面を自
ら選択できるよう、ラウンジや食事に利用できるスペース等を有機的に配置し、快適な空間を計画
します。 
加えて、生徒の居場所として自習空間の機能を充実させるとともに、図書室にラーニングコモン
ズの機能を持たせ、生徒に主体的な学びを促す施設を計画します。 

② 健康的かつ安全で豊かな学校 
生徒の学習及び生活の場として、また、教職員の働く場として、校内の快適性を確保するため、
日照、採光、通風、換気、室温、音の影響等に十分配慮しつつ、各種設備機器等も組み合わせて、
良好な環境を確保できる計画とします。 
また、利用者が安全かつ円滑に学校生活を送ることができるよう、バリアフリーに配慮した施設
とします。 

③ ２学科併設の強みを生かした学校 
十分な講義室数と多様な種類の講義室を確保することで、生徒が異なる学科の授業も受講できる
ような施設設計とします。 
また、２学科を併設するため、多様な考えを持つ生徒が集まることが期待できることから、ラウ
ンジ等の共用できる場所を多く配置し、学科間の交流を促すことで、生徒の視野や考え方の成長に
寄与する配置を計画とします。 

④ 社会を通じて成長できる開かれた学校
地域や外部機関と積極的な交流が図れるよう、１階に地域交流スペースを整備し、地域交流の拠
点とします。 

⑤ 社会や環境の変化に対応できる学校 
１人１台端末をはじめ、学校教育を取り巻く環境は日に日に変化していることから、将来に渡っ
て円滑に学校を使用できるよう、可変性のある校舎となるよう計画します。 
また、「札幌市気候変動対策行動計画」に基づき、ZEB 化に配慮した計画とします。 
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第８章 設計与条件の整理について                              
第１節 建設予定地及び周辺環境の概要 
新設校の建設予定地は、再編対象校のうち、敷地面積が大きく、交通利便性の良い藻岩高校用地
となっております。 
なお、同地の東側は石山通に面していますが、北側は病院、南側はホテル、西側は高低差があり
擁壁が作られていることから、工事車両の動線が東側のみに限られる地形となっています。 

図表８－１ 新設校の建設予定地 

第２節 建設予定地の敷地条件 
建設予定地の諸条件については、以下のとおりです。 
⑴ 所在地  札幌市南区川沿３条２丁目１番１号 
⑵ 敷地面積 51、611㎡ 
⑶ 地域地区等 
ア 石山通沿い（敷地東側） 

用途地域 近隣商業地域（建ぺい率 80％、容積率 200％） 
防火地域 準防火地域 
日影規制 2.5 時間・４時間 
高度地区 33ｍ高度地区 
その他 札幌市景観計画区域、埋蔵文化財の包蔵地外 
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イ 宅地側（敷地西側）
用途地域 第二種住居地域（建ぺい率 60％、容積率 200％） 
防火地域 指定なし 
日影規制 ２.5 時間・4時間 
高度地区 33ｍ高度地区 
その他 札幌市景観計画区域、埋蔵文化財の包蔵地外 

第３節 施設規模 
新設する校舎、屋内運動場の規模は以下のとおりです。 
なお、藻岩高校の既存の屋内運動場は改修工事を行い、第二屋内運動場として講堂等の用途で引
き続き活用します。 

                                 （単位：㎡） 
 校舎 屋内運動場 雨天練習場 旧屋内運動場 合計 
面積 10,446 2,491 714 1,194 14,845

また、現在の藻岩高校の建物面積と比べ、再編新設校の建物面積が大きくなることから、グラウ
ンド面積は小さくなる見込みですが、学習指導要領において示される、体育で行うスポーツ（陸上
競技、サッカー、テニス、ソフトボール）が円滑に行えることを前提とし、部活動のスペースを可
能な範囲で整備する計画とします。 
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第９章 再編新設校の計画概要について                          
第１節 基本方針 
⑴ 配置計画 
新校舎の配置にあたり、以下の条件を考慮する必要があります。 
①教育環境：日照、通風、採光等に配慮した建物配置 
②周辺環境：北側の病院、西側のマンション・戸建住宅へ日影等の影響
③通学動線：石山通からのアクセス 
④工事動線：石山通からの車両動線の確保 
⑤既存建物：既存の屋内運動場と新校舎の接続 
⑥開校時期：令和９年度開校を考慮した仮設校舎を必要としない建替計画 
⑦屋外施設：整形で広いグラウンド面積の確保 
・⑤既存建物、⑥開校時期の条件を踏まえると、新校舎の配置は既存の屋内運動場の南側か西
側に限定されます。 
・更に③通学導線、⑦屋外施設を踏まえると、新校舎の配置は既存の屋内運動場の南側が有利
と考えられます。 
・既存の屋内運動場の南側に新校舎と建てた場合、①教育環境：東西に面した教室配置とする
ことで、日照等に配慮可能、②周辺環境：敷地南側に建てることで、周辺への日影に配慮可
能、④工事動線：石山通に近い位置で工事可能、と各項目に配慮が可能です。 

↓ 
新校舎の配置は、既存の屋内運動場の南側の配置を第一候補として検討を行います。 

その他、下記の条件も考慮し、配置検討を行います。 
・グラウンドは、周辺への音や砂埃に配慮した配置計画とする 
・歩車、自転車、自動車の通行の安全性に配慮した動線計画とする 
・将来的に、既存の屋内運動場のみを建て替えることが可能な計画とする 

図表９－１ 新設校の配置イメージ 
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⑵ 建物構造 
・新築後 80～100 年の使用を想定し、維持管理やメンテナンス、ライフサイクルコストに配慮
した建物構造とします。 
・「札幌市気候変動対策行動計画」に基づき、ZEB Ready を目指した建物構造とします。 

⑶ 防災計画 
 ・「札幌市避難場所基本計画」に基づき、藻岩高校は指定避難所（地域）に指定されていること
から、再編新設校も引き続き地域避難所としての機能を維持できるよう計画します。 

第２節 整備諸室 
室名 配慮事項 面積規模（㎡）

室数 
諸教室                                         
講義室 ・良好な環境条件を考慮し、位置や方位等に配慮する。

・ラウンジにロッカーを整備するため、室内に棚は不
要。 
・ロッカー・ラウンジとの動線に配慮する。 

64（㎡） 
24 室 

講義室 
（可動間仕切整備）

・多様な学習形態に対応可能な、フレキシブルな室とす
る。 
・個別学習、少人数指導による学習等に対応できる計画
とする。 

64（㎡） 
6 室 

中講義室 ・多様な学習形態に対応可能な、フレキシブルな室とす
る。 
・中講義室（PC 室）と間仕切り壁で接続し、一体利用
できるよう計画する。 

96（㎡） 
1 室 

中講義室 
（水回り整備） 
※書道、美術 

・多様な学習形態に対応可能な、フレキシブルな室とす
る。 
・水栓、流し等を利用しやすいように設置する。 

96（㎡） 
2 室 

中講義室 
（可動間仕切整備）

・多様な学習形態に対応可能な、フレキシブルな室とす
る。 
・個別学習、少人数指導による学習等に対応できる計画
とする。 

128（㎡） 
2 室 

中講義室 
（防音仕様） 
※音楽 

・多様な学習形態に対応可能な、フレキシブルな室とす
る。 
・防音性や反響等の遮音性について考慮する。 

128（㎡） 
2 室 

中講義室 
（化学室、生物、物
理） 

・実験用の薬品等の安全管理に配慮する。 
・火器を使用するため、2 方向から避難できるような計
画とする。 
・薬品庫を併設する。 

中講義室 
96（㎡） 
2 室 
教材室  
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32（㎡） 
1 室 

中講義室 
（家庭科室） 
※調理、被服 

・調理器具を安全に保管、衛生に配慮した計画とする。
・ガス台を整備する。 
・家庭科用の教材室を併設する。 
・火器を使用するため、2 方向から避難できるような計
画とする。 

中講義室 
96（㎡） 
1 室 
教材室 
32（㎡） 
1 室 

中講義室 
（PC 室） 

・1 室は、中講義室と間仕切り壁で接続し、一体利用で
きるよう計画する。 
・１室は、可動間仕切りを設ける。 

96（㎡） 
3 室 

地域交流スペース 
（大講義室） 
※名称未定 

・最大１学年が使用可能な大きな空間として計画する。
・可動間仕切りを設け、１～２学級程度の集まりにも対
応可能な計画とする。 

192（㎡） 
1 室 

図書室 ・生徒の自習スペースを確保する。 
・ホール、大講義室等を併置し、多様な活動が可能な計
画とする。 
・図書室の利用が活発になる計画とする。 

350（㎡） 
1 室 

面談室 ・小さい部屋を複数配置する計画とする。 
（教師、生徒が 1対 1で話せるスペースを計画する。） 
・生徒が落ち着いて相談できるような空間とする。 
・職員室に近い配置とする。 

16（㎡） 
2 室 

教育相談室 ・生徒が落ち着いて相談できるような空間とする。 
・管理諸室に近い配置とする。 
・１室は、保健室との関係性に配慮する。 

32（㎡） 
1 室 

生徒会室 ・物品の収納が可能な棚を整備する。 64（㎡） 
1 室 

管理諸室                                        
職員室、印刷室 
応接室、給湯室 
（進路指導室含む）

・管理諸室との連携に配慮した配置とする。 
・良好な環境条件に配慮する。 
・各種資料の日々の利用と適切な保管を考慮した収納ス
ペースを計画する。 
・給湯室、職員の休憩スペースを含む（生徒からの目線
に配慮すること）。 
・生徒の相談対応を行うスペースと執務スペースを分け
る。 
・廊下から出入り可能な応接室を併設（64 ㎡程度） 

職員室 
448（㎡） 
1 室 
印刷室 
32（㎡） 
1 室 

校長室 ・職員室、事務室との連携に配慮する。 32（㎡） 
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1 室 
事務室 ・1階に整備し、来客対応がしやすい計画とする。 

・昇降口との位置関係に配慮する。 
・各種資料の適切な保管を考慮した物品庫を計画する。

96（㎡） 
1 室 

進路資料室 ・各種資料の日々の利用と適切な保管を考慮した収納ス
ペースを計画する。 
・3年生が利用しやすい配置とする。 

64（㎡） 
1 室 

教材室 ・各階に整備する 
・物品の管理・収納を目的とした、使用しやすいレイア
ウトを計画する。 
・講義室、中講義室及び職員室との動線に配慮すること

100（㎡） 
各階 1室 

保健室 ・１階に整備し、グラウンドでのケガに迅速に対応でき
るよう配慮する。 
・ＥＶからの動線に配慮する。 
・生徒が利用しやすいような配置を計画する。 
・ベッドは、３台入る想定とする。 

96（㎡） 
1 室 

職員ロッカー室 ・管理諸室との連携に配慮する。 
・男女それぞれ整備する。 

32（㎡） 
2 室 

用務員室 ・管理諸室及び昇降口との位置関係に配慮する。 32（㎡） 
1 室 

放送室 ・スタジオを整備する。 32（㎡） 
1 室 

ポンプ室  70（㎡） 
1 室 

機械室  32（㎡） 
5 室 

塵芥庫 ・校舎内部の生徒や職員のゴミ出し動線、校舎外部のゴ
ミ回収車の動線に配慮する。 

32（㎡） 
1 室 

共用部
昇降口 ・校舎の顔として、わかりやすく、移動しやすい配置と

する。 
300（㎡） 
1 か所 

ラウンジ ・学年ごとにまとまった計画とする。 
・生徒が集まることが出来るスペースを設ける。 
・１学年 320名分のロッカーを設置する。 

256～300（㎡）
各階 3か所 

売店（ホール含） ・１階昇降口に近接した配置を計画する。 150（㎡） 
廊下 ・明るく使いやすい計画とする。 

・生徒が気分転換できるような空間となるよう配慮す
る。 
・自習・休憩スペースを設け、廊下にも生徒の居場所を
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確保できることが望ましい。（各階 10 席程度） 
トイレ ・明るく清潔感のある仕様とする。 

・バリアフリートイレを利用しやすい位置に設ける。 
・Lオールジェンダーに配慮した計画とする。 

各階 100㎡程度

体育施設
トレーニング室 ・様々なトレーニング機器を設置し、生徒の身体づくり

に配慮した空間とする。 
96（㎡） 
1 室 

雨天練習場 ・雨天時のみならず、体育の授業や様々な部活の利用が
可能な施設として計画する。 
・天井高は、４～５ｍ程度確保する。

711（㎡） 
1 室 

屋内運動場 ・様々な競技を円滑に行えるよう、天井高 12.5ｍ以上程
度確保した計画とする。 
・避難時利用に配慮する。 
・体育器具を収納できるスペースを十分に確保する。 

1,940（㎡） 
1 室 

(参考)旧屋内運動場 ・第２体育館としての使用を想定（講堂や武道場として
活用できるように整備する）。 
※武道場として活用する際には、畳を敷くことを想定。

1,194（㎡） 
1 室 

部活用物品庫 ・部活の物品を適切に収納できるスペースを確保する。
・屋内運動場、グラウンドとの動線に配慮する。 

255（㎡） 

外構関係                                        
グラウンド ・高等学校学習指導要領に示される、体育で行う競技を

円滑に実施できるよう計画する。 
・部活動のスペースは、可能な範囲で整備する計画とす
る。 
・土壌改良等により、砂埃を抑制する計画とする。 

駐輪場 ・既存の藻岩高校において、生徒の約８割が自転車での
通学を行っていることから、800 台程度の整備を計画す
る。 

駐車場 ・駐車場のバリアフリー化を図り、昇降口に近接した配
置とする。 
・校舎・屋内運動場の下に、整備することも可能（その
際の床面積については、要協議）。 
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第３節 ゾーニング 
再編新設校のゾーニングについて、平面・断面のイメージは以下のとおりです。 

【平面イメージ】 
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【断面イメージ】
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第４節 整備諸室のイメージ 
整備諸室について、整備方針と整備するイメージ図は以下のとおりです。 
○講義室 
【整備方針】 

【整備イメージ】 

○中講義室・教材室 
【中講義室の整備方針】 

【教材室の整備方針】 

・HRを行う教室、予備教室として整備する。
・ラウンジにロッカーを整備するため、室内に棚は不要
・廊下面の壁はガラスとし、校内が明るくなる空間を計画する。
・可動間仕切りを整備する教室は、少人数学習に対応できるよう配慮すること。

・様々な教育内容に対応出来るよう、柔軟に利用可能な整備とする。
・理科室（化学室）、家庭科室（調理室）は、専用室として整備し、それぞれ専用の教材室を
整備する。 
・中講義室は、全 6 タイプ（整備イメージ参照）とする。整備室数は、第９章第２節のとお
り。 

・各教科の教材室は、中講義室に併設を必須とせず、同フロアに一定のサイズの教材室を設け
ることで対応する。
・中講義室の室数に応じて、教材室のサイズや室数を変更する。
・特定の講義室で授業を行わない授業（国数社英等）も多いことから、講義室の無いフロアに
も教材室の整備を検討する。
・大きいものが収納されることも考慮する（可動の棚等で対応可能）。
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【整備イメージ】 
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第 10 章 基盤となる計画等について 
○高等学校学習指導要領（平成 30年３月） 
※第１章第１節「２ 改定の基本方針」より抜粋 
⑴今回の改訂の基本的な考え方 
・教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を生か
し、生徒が未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成することを目指す。その
際、求められる資質・能力とは何かを社会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」
を重視すること。 
・知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成とのバランスを重視する平成 21 年改
訂の学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で、知識の理解の質を更に高め、確かな
学力を育成すること。 

・道徳教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の充実により、豊かな心や健や
かな体を育成すること。 

⑵育成を目指す資質・能力の明確化 
・知・徳・体にわたる「生きる力」を生徒に育むために「何のために学ぶのか」という各教科
等を学ぶ意義を共有しながら、授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していくこ
とができるようにするため、全ての教科等の目標や内容を「知識及び技能」、「思考力、判断
力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱で再整理。 

⑶「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進 
・授業の方法や技術の改善のみを意図するものではなく、生徒に目指す資質・能力を育むため
に「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学び」の視点で、授業改善を進めるものである
こと。 
・各教科等において通常行われている学習活動（言語活動、観察・実験、問題解決的な学習な
ど）の質を向上させることを主眼とするものであること。 

・１回１回の授業で全ての学びが実現されるものではなく、単元や題材など内容や時間のまと
まりの中で、学習を見通し振り返る場面をどこに設定するか、グループなどで対話する場面
をどこに設定するか、生徒が考える場面と教師が教える場面とをどのように組み立てるかを
考え、実現を図っていくものであること。 

・深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせることが重要になること。各教科等の「見
方・考え方」は、「どのような視点で物事を捉え、どのような考え方で思考していくのか」と
いうその教科等ならではの物事を捉える視点や考え方である。各教科等を学ぶ本質的な意義
の中核をなすものであり、教科等の学習と社会をつなぐものであることから、生徒が学習や
人生において「見方・考え方」を自在に働かせることができるようにすることにこそ、教師
の専門性が発揮されることが求められること。 

・基礎的・基本的な知識及び技能の習得に課題がある場合には、それを身に付けさせるため
に、生徒の学びを深めたり主体性を引き出したりといった工夫を重ねながら、確実な習得を
図ることを重視すること。 

⑷各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進 
・学校全体として、生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育内容や時間の配分、必要な
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人的・物的体制の確保、教育課程の実施状況に基づく改善などを通して、教育活動の質を向
上させ、学習の効果の最大化を図るカリキュラム・マネジメントに努めることが求められ
る。 
⑸教育内容の主な改善事項 
・言語能力の確実な育成、理数教育の充実、伝統や文化に関する教育の充実、道徳教育の充
実、外国語教育の充実、職業教育の充実などについて、その特質に応じて内容やその取扱い
の充実を図ること。 

○高等学校施設整備指針（令和４年６月） 
※第１章「第１節 学校施設整備の基本方針」より抜粋 
⑴特色・魅力ある高等学校づくりの推進 
・建学の精神や校風を尊重しつつ，スクール・ミッションやスクール・ポリシー等に基づく教
育を可能とする特色・魅力ある学校づくりを基本とし，それらを具体化する施設環境を創出
することが重要である。  

・また，産業構造や社会システムの急激な変化，生徒の学習ニーズの多様化，生徒数の減少，
情報化や国際化の進展その他の社会状況の変化を踏まえ，各設置者において高等学校教育改
革や再編整備が進められてきており，これらの趣旨を踏まえた施設整備を推進することが重
要である。  

・その際，それぞれの高等学校における全日制，定時制，通信制の課程の別や学科等の教育内
容の違い，また新築，改修等の整備手法の違い等に応じて，計画及び設計において必要とな
る留意点が異なることを十分考慮することが重要である。 

⑵「生きる力」をはぐくみ、生徒一人一人の学習ニーズに対応する施設 
・生徒自らが課題を見つけ，学び，考え，主体的に判断・行動することを促し，また，他人と
協調しつつ自律的に社会生活を送ることができるために必要な人間としての実践的な力や，
たくましく生きるための健康や体力を十分に養えるよう考慮して計画とすることが重要であ
る。  

・また，生徒一人一人の能力・適性，興味・関心，進路希望等を生かすための学習・生活を可
能とする組織，運営，管理システムに対応した施設環境とすることが重要である。さらに，
生徒一人一人の学習ニーズにもきめ細かく配慮するとともに，障害のある生徒と障害のない
生徒が共に学ぶこと のできるような柔軟な計画とすることが重要である。  

・学校施設全体を学習に利用するという発想に立ち，生徒の主体的な活動を喚起し，求められ
る学び・活動の変化に柔軟に対応できる空間にするための創意工夫ある施設を計画すること
が重要である。 

⑶社会の変化に対応する学習環境 
・情報技術の進展に対応し，ICTを日常的に活用できる学習環境を確保すること，国際化の進展
に対応し，生徒の主体的な外国語学習を支援する計画とすることなどをはじめとして，今日
の科学技術の進展や社会の変化に対応する高機能かつ多機能な学習環境を確保することが重
要である。  

・さらに，今後の学校教育の進展に長期にわたり対応できるよう，柔軟な計画や施設の長寿命
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化への配慮が重要である。 
⑷健康的かつ安全で豊かな施設環境 
・生徒等の学習及び生活の場として，また，教職員の働く場として，日照，採光，通風，換
気，室温，音の影響等に配慮した良好な環境条件を確保するとともに，障害のある生徒にも
配慮しつつ，十分な防災性，防犯性など安全性を備えた安心感のある施設環境を形成するこ
とが重要である。  

・また，生徒の多様化に対応するとともに，生徒がゆとりと潤いをもって学校生活を送ること
ができ，他者との関わりの中で豊かな人間性・社会性を育成することができるよう，生活の
場として快適な居場所を計画することが重要である。さらに，それぞれの地域の自然や文化
性を生かした快適で豊かな施設環境を確保するとともに，環境負荷の低減や自然との共生等
を考慮することが重要である。 

⑸地域の人材育成、生涯学習の場としての役割やまちづくりにも配慮した施設 
・周辺地域の状況等を踏まえ，必要に応じ，地元の自治体や大学等の高等教育機関，企業等の
産業界，社会教育機関，地域の NPO 法人等の多様な主体とも連携・協働の上，地域や社会の
将来を担う人材育成や地域住民の生涯学習の場など地域の中核としての役割を果たすことが
重要である。  

・また，施設のバリアフリー化を図ること，必要に応じ他の文教施設や児童福祉施設，老人福
祉施設等との連携や，災害時における地域の避難所又は緊急避難場所としての役割も果たす
こと，さらに，まちづくりとの関連に配慮しつつ，景観や町並みの形成にも貢献できる施設
として計画することが重要である。 

○学校教育の情報化の推進に関する法律（令和元年６月） 
※「学校教育の情報化の推進に関する法律概要」より抜粋 
⑴目的 
・高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴い、学校における情報通信技術の活用により学校
教育が直面する課題の解決及び学校教育の一層の充実を図ることが重要 。 

・全ての児童生徒がその状況に応じて効果的に教育を受けることができる環境の整備を図るた
め、学校教育の情報化の推進に関し、基本理念、国等の責務、推進計画等を定めることによ
り、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって次代の社会を担う児童生徒の育成に貢献。 

⑵定義 
・学校教育の情報化：学校の各教科等の指導等における情報通信技術の活用及び学校における
情報教育の充実並びに学校事務における情報通信技術の活用。 
⑶基本理念 
・情報通信技術の特性を生かして、児童生徒の能力、特性等に応じた教育、双方向性のある教
育等を実施。 
・デジタル教材による学習とその他の学習を組み合わせるなど、多様な方法による学習を推
進。 
・全ての児童生徒が、家庭の状況、地域、障害の有無等にかかわらず学校教育の情報化の恵沢
を享受。 
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・情報通信技術を活用した学校事務の効率化により、学校の教職員の業務負担を軽減し、教育
の質を向上。 
・児童生徒等の個人情報の適正な取扱い及びサイバーセキュリティの確保。 
・児童生徒による情報通信技術の利用が、児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響に十分配慮。 

○Society5.0 に向けた人材育成～社会が変わる、学びが変わる（平成 30年６月） 
※第１章「Society5.0 の社会像と求められる人材像、学びの在り方」より抜粋 
⑴Society5.0 の社会像 
・Society 5.0においては、我々の身の回りに存在する様々なセンサーや活動履歴（ログ）等から
得られる膨大なデータ（ビッグデータ）が、AI により解析され、その結果がインターネット
に接続される。そして、多くのモノやロボットを作動させ、様々な分野において作業の自動
化等といった革新的な変化が起こされていく。この変革の中核となる技術が AI である。 
・我々人間が現在担っている仕事が、AI やロボットによって代替されるようになれば、人間の
労働力を投入しなくとも生産量を高められるようになり、多くの人が「生きるための」労働
から解放され、より「自己実現」や「生きがい」のために働けるようになるとみる向きもあ
る。 
・子供たちを取り巻く環境も変わっていく。これまでも、多様な体験活動の機会の少なさが指
摘されてきたが、情報通信技術の更なる発展によりヴァーチャルな体験がリアルさを増して
いくとともに、都市部への人口集中が進み、自然豊かな農山村の暮らしや遊びの経験のない
親世代が増加していけば、自然体験などの体験活動やスポーツをする機会の減少とそれによ
る影響が懸念される。 

・我々が目指すべき社会は、経済性や効率性、最適性だけを追求した無機質なものではなく、
あくまでも人間を中心として、一人一人が他者との関わりの中で「幸せ」や「豊かさ」を追
求できる社会であるべきであろう。 

・AI と人間との関係を対立的にとらえたり、必要以上に不安に思ったりするのではなく、むし
ろ AI を、人間の能力を補助、拡張し、可能性を広げてくれる有用な道具ととらえるべきであ
ろう。人間は、AI の価値を十分に認識して生活に生かしていくと同時に、AI がもたらす潜在
的な危険性や限界を未然に見いだし、適切に対処していくことが可能であるし、そうしてい
くことが不可欠である。  

・AI やデータの力を活用することで、自らの強みを更に伸ばし、あるいは弱点を補いながら新
たな地平を切り拓ひらいていくことがあらゆる分野で可能になる。 

⑵Society5.0 において求められる人材像、学びの在り方 
・Society 5.0を牽引するための鍵は、技術革新や価値創造の源となる飛躍知を発見・創造する人
材と、それらの成果と社会課題をつなげ、プラットフォームをはじめとした新たなビジネス
を創造する人材であると考えられる。 

・Society 5.0において、我が国の強みを十分に活かすには、一握りのスーパースターがいるだけ
では不十分である。各分野においてものづくりやサービスを担ってきた人材が、AI やデータ
の力を最大限活用しながら様々な分野に展開していくことが不可欠となる。他方で、こうし
た人材は、Society 5.0 における社会の変化に最も影響を受けると考えられる。産業構造の目
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まぐるしい変化により、必要な能力・スキルが刻々と変わり続ける中で、企業に雇われない
自営的就労を行う労働者には、常にスキルをアップデートし、また新たな分野のスキルを身
に付けられるよう自ら学び続ける力が決定的に重要となる 

・教育用 AI が発達し普及していくことにより、AI が個人のスタディ・ログ（学習履歴、学習評
価・学習到達度など）や健康状況等の情報を把握・分析し、一人一人に対応した学習計画や
学習コンテンツを提示することや、スタディ・ログを蓄積していくことで、個人の特性や発
達段階に応じた支援や、学習者と学習の場のマッチングをより高い精度で行うことなどが可
能となるだろう。  

・ただし、子供たちはデータから必ずしも読み取れない多様な可能性を秘めている。データに
過度に依存することで、一人一人の成長や変化が正当に評価されない等の危険性も指摘され
ている。一人一人の個性やプライバシー等を大切にして、ビッグデータの限界や倫理的課題
と常に向き合いながら、その活用を図っていくことが重要であろう。 

・AI やビッグデータ等の先端技術が、学びの質を加速度的に充実するものになる世界：Society 
5.0 における学校（「学び」の時代）が間もなく到来する。 

○「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な
学びと、協働的な学びの実現～（答申）」（令和３年１月） 
※第Ⅱ部各論「３．新時代に対応した高等学校教育等の在り方について」より抜粋 
・高等学校は，義務教育機関ではないものの，既に進学率が約 99％に達し，今日では中学校を
卒業したほぼ全ての生徒が進学する教育機関となっている。それゆえ，高等学校には多様な
入学動機や進路希望，学習経験，言語環境など，様々な背景を持つ生徒が在籍していること
から，義務教育において育成された資質・能力を更に発展させながら，生徒の多様な能力・
適性，興味・関心等に応じた学びを実現することが必要である。 

・また，高校生の現状の一つとして，学校生活への満足度や学習意欲が中学校段階に比べて低
下しており，高等学校における教育活動を，高校生を中心に据えることを改めて確認し，そ
の学習意欲を喚起し，可能性及び能力を最大限に伸長するためのものへと転換することが急
務である。 

・高等学校は，義務教育を修了した生徒が入学者選抜を経て入学するものであることから，各
高等学校が育成を目指す資質・能力を明確にするために，各学校の設置者が，各学校や所在
する地方公共団体等の関係者と連携しつつ，在籍する生徒の状況や意向，期待に加え，学校
の歴史や伝統，現在の社会や地域の実情を踏まえて，また，20 年後・30 年後の社会像・地域
像を見据えて，各学校の存在意義や各学校に期待されている社会的役割，目指すべき学校像
を明確化する形で再定義することが必要である。 

・各高等学校の存在意義や社会的役割等に基づき，各学校において育成を目指す資質・能力を
明確化・具体化するとともに，学校全体の教育活動の組織的・計画的な改善に結実させるこ
とが不可欠である。その際，高等学校教育の入口から出口までの教育活動を一貫した体系的
なものに再構成するとともに，教育活動の継続性を担保するため，育成を目指す資質・能力
に関する方針，教育課程の編成及び実施に関する方針，入学者の受入れに関する方針を各高
等学校において策定・公表し，特色・魅力ある教育の実現に向けた整合性のある指針とする
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必要がある。 
・現行法令上，「普通教育を主とする学科」は普通科のみとされているが ，約７割の高校生が通
う学科を「普通科」として一括りに議論するのではなく，「普通教育を主とする学科」を置く
各高等学校がそれぞれの特色化・魅力化に取り組むことを推進する観点から，各学校の取組
を可視化し，情報発信を強化するため，各設置者の判断により，当該学科の特色・魅力ある
教育内容を表現する名称を学科名とすることを可能とするための制度的な措置が求められ
る。 

・職業教育を主とする学科を置く高等学校においては，技術革新・産業構造の変化，グローバ
ル化等，社会の急激な変化に伴い，修得が期待される資質・能力も変わってきており，今後
とも大きく変わることが考えられる中，地域の持続的な成長を支える最先端の職業人育成を
担っていくには，加速度的な変化の最前線にある地域の産業界で直接的に学ぶことができる
よう，産業界と高等学校と一体となった，社会に開かれた教育課程の推進が重要である。 

・各高等学校が掲げるスクール・ミッションや各学校の実情等に基づき，特色・魅力ある教育
活動を展開するための方策として，地域社会や高等教育機関，企業等の関係機関と連携・協
働することが求められる。もとより，子供たちの資質・能力は学校だけで育まれるものでは
ないことから，一つの学校で全てを完結させるという「自前主義」から脱却し，学校内外の
教育資源を最大限活用して，関係機関にも開かれた教育活動が行われる必要がある。 

○これからの高等学校施設の在り方について（令和３年５月） 
※「これからの高等学校施設の在り方について（概要）」より抜粋 
・高校生の多様化、産業構造や社会システムの急激な変化、少子化の影響に対応した環境整備
を進めていくことが重要。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を通じて、生徒たちが集い、学び、生活する学校とい
う場を豊かにする必要性を再認識。 

・高等学校の特色化・魅力化等の新時代に対応した高等学校改革。 
・主体的・対話的で学びの実現に向けた授業改善など新学習指導要領の着実な実施。 
・個別最適な学びと協働的な学びを実現するための ICT環境の整備。 
・チームとしての学校、学校における働き方改革の推進、学校と地域の連携・協働。 
・インクルーシブ教育システムの構築。 
・激甚化・頻発化する災害への対応、防災・減災、国土強靭化の推進、老朽化への対応、脱炭
素社会の実現。 

○新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について最終報告（令和４年３月） 
※「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について最終報告（概要）」より抜粋 
・児童生徒にとって安全・安心な居場所を提供するという福祉的機能、社会性・人間性を育む
社会的機能を有するなどの学校の持つ役割・在り方を再認識。 

・ICT の活用などにより、学級単位で一つの空間で一斉に黒板を向いて授業を受けるスタイルだ
けでなく、学びのスタイルが多様に変容していく可能性が拡大。 

・空間・時間を超えて、様々な学習リソースに非同期にアクセスして学ぶことができるなど
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「非同期・分散」した学びのスタイルが広がり、これまでの「同期・集合」した学びのスタ
イルと往還する場面が展開されていく可能性も拡大。 

・学校は、教室と廊下それ以外の諸室で構成されているものという固定観念から脱し、学校施
設全体を学びの場として捉え直す。廊下も、階段も、体育館も、工程も、あらゆる空間が学
びの場であり、教育の場、表現する場、心を育む場になる。 

・教室環境について、単一的な機能・特定の教科等に捉われず、横断的な学び、多目的な活動
に柔軟に対応していく視点（柔軟性）をもつ。 

・紙と黒板中心の学びから、１人１台端末を文房具として活用し多様な学びが展開されていく
ように、学校施設も、画一的・固定的な姿から脱し、時代の変化、社旗的な課題に対応して
いく視点（可変性）をもつ。 

・どのような学びを実現したいか、そのためにどんな学び舎を創るか、それをどう生かすか、
関係者が、新しい時代の学び舎づくりのビジョン・目標を共有する。 

○札幌市教育振興基本計画（令和３年１月） 
※第１章「札幌市教育振興基本計画について」より抜粋 
・2006年12月に改正された教育基本法において、地方公共団体は国の教育振興基本計画を参酌
し、その地方の実情に応じ、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を策定するよう
努めなければならないとされました。 

・これを受け、札幌市教育委員会では、教育全般にわたる長期的な視点に立った理念と方向性
を示すものとして定めていた「札幌市教育推進の目標及び指針」と、各分野の具体的な施策
を示すため個別に策定していた「札幌市幼児教育振興計画」「札幌市教育推進計画」「札幌市
立高等学校教育改革推進計画」「札幌市特別支援教育基本計画」「第 2 次札幌市生涯学習推進
構想」の総体をもって「札幌市教育振興基本計画」と位置付けました。 

・本計画の法的な位置づけは、教育基本法第十七条第２校に基づき策定する、札幌市における
教育の振興のための施策に関する基本的な計画です。 

・本計画の対象範囲は、教育委員会の所管する市立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中
等教育学校・特別支援学校の学校教育及び幼児から高齢者までの生涯学習の全般を対象とし
ています。 

○札幌市立高校教育改革方針（平成 29 年３月。《令和５年３月以降に改定予定》） 
※第１章「札幌市立高校教育改革方針の策定について」より抜粋 
・札幌市立高校教育改革については、平成 15 年に「札幌市立高等学校教育改革推進計画」を策
定し、市民のニーズに応えるとともに、社会の変化に柔軟に対応し、生徒の資質や能力を伸
ばすために、各学校の特色化や市立高校共通の取組などを進めてきました。 

・一方、推進計画の策定から 10 年以上が経過し、学校生活や対人関係など様々な要因により、
学びに悩みを抱える生徒への支援など、新たな学びへの対応が求められており、今後もニー
ズの多様化などに対応していく必要があります。 

・札幌市を含む石狩管内の中学校卒業者数は年々減少し、今後も引き続き減少する見込みであ
り、これまでと同様に、北海道教育委員会と協調し、市立高校の学校規模の適正化を図って
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いく必要があります。 
・幼児期、義務教育段階での学びを基礎と市、市立高校において、障害をたくましく生きてい
く力を育成するために、教育内容の充実・発展を図るとともに、少子化に伴う高校進学者数
の減少期における市立高校の在り方を示すため、「札幌市立高校教育改革方針」を策定しま
す。 

○札幌市避難場所基本計画（令和元年９月） 
※第２章「避難場所等の分類と指定」より抜粋 
⑴指定避難所（地域）の概要 
・災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、又は災害により自宅へ戻れなくなった被災者等
が一時的に滞在し、指定避難所（基幹）を保管する施設。 
・状況に応じて解説し、一定期間後は、指定避難所（基幹）に集約。 
・施設管理者が開設を行う。 
⑵指定避難所（地域）の指定基準 
・避難のための立ち退きを行った被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模（100 ㎡以
上）を有するものであること。 
・速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可能な構造
又は設備を有すること。 
・想定される災害による影響が比較的少ない場所に立地していること。 
・避難者だけでなく、避難所以外の場所に滞在する被災者に対しても、必要な支援を講じる際
の拠点となることを踏まえて、車両その他の運搬手段による物資の輸送等が比較的容易な場
所にあること。 

. 


